
　令和２年１月から令和３年２月までの
いずれか１か月の売上が、前年の同じ月
と比較して２０％以上減少している中小
企業、小規模事業者、個人事業主の方
※令和2年に実施した中小企業者等支援金（令和２年９月
　３０日締切）の交付を受けた事業者についても、再度
　の申請が可能です。

１事業者につき一律

１０万円 

●締め切り●

令和３年３月３１日(水) 
ー問合せ・郵送先ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☎０４８－４７７－６３４６
 

　〒３５２－８６２３
 　 新座市野火止一丁目１番１号 

 　 新座市役所経済振興課　
 　「中小企業者等支援金」担当

▷申請に必要なもの（郵送願います）

詳細及び申請書類
はこちらから→

記入書類（市ホームページからダウンロードできます）
　☑新座市中小企業者等支援金交付申請書

　☑売上高計算表（２回目の申請の方は不要） 　
　☑誓約書（２回目の申請の方は不要）

添付書類

　☑市内に本店(法人の場合)又は住所(個人事業者の場合)があることを確認できる書類
　　（２回目の申請の方は不要）

　　・法人…登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)のコピー　
　　　※発行から３か月以内のもの 

　　・個人事業主…令和元年又は令和２年の確定申告書のコピー 
　　　※税務署の受付印があるもの。電子申告の場合は、確定申告書を送信した際に返信
　　　　される受付確認メール 

　☑振込口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号の分かる面) 

▷対象者 ▷支援金額

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/cyusho-kigyoushatou-shienkin.html

